
障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金
在宅の障がい者の方などが安心して日常生活を送れるようにすることを目的に、居宅介護事業者に対し、従業員の喀痰
吸引等研修の受講に要する経費の一部について、補助金を交付します。

千葉県浦安市

助成型（※2）

事業継承

対象事業所：浦安市在住の障がい者、または障がい児に対し喀痰吸引などを行うため、従
業員に喀痰吸引等研修を受けさせる予定の居宅介護事業所

～

従業員一人当たり5万円を限度

補助対象経費：登録研修機関が行う喀痰吸引等研修受講に伴う受講料および、従業員の受
講に係る人件費や交通費

障がい事業課
電話：047-712-6397

https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/shogai/1010546/1010670.html
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